
町
民
税
・
県
民
税
の

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
！

　

給
与
特
別
徴
収
の
納
税
通
知
書
は

５
月
中
旬
に
勤
務
先
へ
、
普
通
徴
収

の
納
税
通
知
書
は
６
月
上
旬
に
納
税

義
務
者
へ
、
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

申
告
書
等
の
内
容
を
確
認
し

訂
正
し
て
い
ま
す
！

　

正
し
い
課
税
を
行
う
た
め
、
税
務

署
に
提
出
さ
れ
た
申
告
書
等
の
内
容

の
確
認
を
行
い
、
次
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
を
行
い

ま
す
。　
　

① 

扶
養
に
な
れ
な
い
方
を
扶
養
に
し

て
い
る

② 

そ
の
他
の
控
除
の
う
ち
、
と
れ
な

い
控
除
を
と
っ
て
い
る

③ 

申
告
書
に
計
算
誤
り
や
記
載
の
不

備
が
あ
る

④ 

申
告
し
た
給
与
や
年
金
の
金
額
と

町
に
届
い
て
い
る
給
与
支
払
報
告

書
や
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
の

金
額
が
異
な
っ
て
い
る

⑤ 

そ
の
他
、
課
税
に
す
る
こ
と
に
お

い
て
申
告
書
に
何
ら
か
の
訂
正
が

必
要
な
場
合

平
成
28
年
度
（
平
成
27
年
分
）

所
得
・
課
税
証
明
書
の
交
付
は

６
月
９
日
（
木
）
か
ら
で
す
！

　

証
明
書
を
交
付
で
き
る
方
は
、
次

の
①
〜
④
に
該
当
す
る
方
で
す
。

① 

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
し
た

方
② 
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

③ 
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら

町
へ
報
告
さ
れ
て
い
る
方

④ 

年
金
の
支
払
報
告
書
が
町
へ
報
告

さ
れ
て
い
る
方

　

※ 

①
〜
④
に
該
当
し
な
い
方
は
、

町
に
課
税
資
料
が
な
い
た
め
、

申
告
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
証

明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
内
容
に
よ
っ
て
は
、

課
税
証
明
書
等
の
発
行
ま
で
２

か
月
程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

収
入
が
な
い
方
、
ご
家
族
の
扶

養
に
な
っ
て
い
る
方
も
同
様
で

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

 　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
で
、①
〜
④
以
外
の
方
や
、

ご
家
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な

い
方
は
、
申
告
を
す
る
こ
と
に

よ
り
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

忘
れ
ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

町
民
税
・
県
民
税
の

納
付
方
法
に
つ
い
て
！

◎
普
通
徴
収

　

自
営
業
な
ど
の
方
が
、
個
人
で
納

め
る
方
法
で
す
。

　

６
月
、
８
月
、
10
月
、
翌
年
１
月

の
年
４
回
に
分
け
て
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
り
納
め
る
方
法
で

す
。（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
納
付
で
き
ま
す
。）

◎
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

　

毎
月
の
給
与
（
年
12
回
）
か
ら
、

勤
務
先
が
個
人
の
住
民
税
を
天
引
き

し
、
納
税
す
る
方
法
で
す
。

◎
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　

原
則
、
４
月
１
日
に
65
歳
以
上
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

　

昨
年
度
か
ら
引
き
続
き
平
成
28
年

度
も
対
象
と
な
る
人
は
、
平
成
27
年

度
に
通
知
済
の
仮
特
別
徴
収
税
額
が

４
月
、
６
月
、
８
月
に
年
金
か
ら
天

引
き
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

税
務
課
町
民
税
担
当

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
６

コ
ン
ビ
ニ
で
も

　

納
付
で
き
ま
す
。

個人町民税・県民税のお知らせ
◉心身障害者の軽自動車税減免制度について
　次の表に該当する心身障害者が、要件を満たした場合、通院・通学や生業等のために使用する軽自動
車（障害者１人につき１台に限る）の減免を受けることができます。

申請期限
平成28年５月31日（火）まで

要　件　次のいずれかに該当する場合
　● 車両の所有者もしくは運転者が該当者本人又
は、該当者と同一生計の方

　● 該当者のみで構成される世帯が所有する車両
で該当者を常時介護する方

申請場所
　・神川町役場税務課
持参するもの
　・  「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者福
祉保健手帳（自立支援医療受給者証）」※原本

　・印鑑（朱肉を使うもの）
　・運転者の運転免許証
　・納税通知書
　※その他、必要な書類が生じる場合があります。
　※普通自動車が減免されている方は対象外
　※毎年申請が必要です

◉災害に対する減免について
　火災や風水害などで固定資産課税台帳に登録されている固定資産に被害を受けた場合、その被害の程
度に応じて固定資産税を減免する制度が設けられています。
　ただし、被災が軽微な場合には減免の対象にならないこともあります。
申請方法
　 減免を受けようとする方は、納期限７日前まで に「減免申請書」に必要事項を明記し、必要書類を
添えて税務課へ提出してください。
税額軽減期間等
　減免の期間は申請年度の課税分のみ、対象は納期限到来前の税額分となります。
　各納期ごとの申請期限はお問い合わせください。
持参するもの
　・罹災証明
　・印鑑（朱肉を使うもの）
　・その他資料（写真等）

問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５－７７－２１１６

減免の対象となる障害の区分及び級
手帳の種類及び障害の区分 減免の対象となる障害の級

身
体
障
害
者
手
帳

心臓、じん臓、呼吸器、
小腸、ぼうこう又は直腸 １級又は３級

体幹 １級から３級まで及び５級
聴覚 ２級又は３級

視覚
１級から３級まで及び４級
の１（４級のうち両眼の視
力の和が 0.09 ～ 0.12）

音声又は言語機能 ３級（こう頭が摘出された
場合に限ります。）

平衡感覚 ３級
上肢 １級又は２級
下肢 １級から６級まで
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能
（上肢）

１級又は２級

乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能
（移動）

１級から６級まで

ヒト免疫不全ウィルスに
よる免疫機能、肝臓 １級から３級まで

戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範
囲に準じます。

療育手帳 Ⓐ又はA

精神障害者保健福祉手帳 １級で、かつ精神通院医療
を受けている人

※ 障害名が「左半身不随」の場合など複数の障害がある場合は、障害
の区分ごとの級（上肢○級、下肢○級など）を確認します。

　

個
人
住
民
税
（
町
民
税
・
県
民
税
）
は
前
年
（
平
成
27
年
）
中
の
所
得
に

よ
り
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
１
日
に
神
川
町
に
住
ん
で
い
る
方
が
、課
税
の
対
象
で
す
。
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